
こんね！四季を彩るロマンのまち西都

1 緊急雇用創出事業に基づく嘱託員等の募集について 11 前期技能検定試験が実施されます
2 定額給付金の申請受付が始まります 危険物取扱者試験(前期)の案内
西都市立図書館司書嘱託員を募集します 12 重度障害者タクシー料金助成事業のお知らせ

3 このはな学園　学園生募集 身体障害者手帳等をお持ちの方へ 　自動車税の減免のお知らせ
高齢者教室生募集 刑事手続における被害者のための新たな制度

4 働く婦人の家前期講座　受講生募集のお知らせ 13 学生納付特例制度をご存知ですか？
5 西都市出身の福岡在住者の情報を募集しています 警察官を名乗る者による詐欺未遂事案発生ｃ

独身でやる気のある農業青年を募集しています 14 廃プラデポジット金額券の発券中止・ＩＤ化についてｏ

6 新みやざき農業実践塾（実践コース）塾生募集 家電リサイクル法の対象品目の追加ｎ

勤労青少年ホーム　ゆかたの着付け教室を開催します 15 平成22年歌会始のお題および詠進歌の詠進要領ｔ

勤労青少年ホーム　「初めてのパソコン」講座を開催します 16 ＪＩＣＡボランティア募集ｅ

7 家族介護者のつどい参加者募集 東米良地区　結核検診（レントゲン撮影）のご案内ｎ

「西都のつどい」開催のお知らせ 17 麻疹（はしか）・風疹混合ワクチン（2期～4期）の接種ｔ

あなたも点訳にチャレンジしてみませんか 妊婦健康診査受診票の無料券と補助券の枚数が変わりますｓ

あなたも一緒に手話をしてみませんか？
8 「市民提案型まちづくり事業補助金」について
西都市市民活動支援センターについて

9 無料人権相談所が開かれます
ジュニア・リーダークラブに入ってみませんか
おもちゃライブラリーよりお知らせ

10 西都市地域子育て支援センターつばさ館　4月の行事
西都市児童館　4月の行事
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お

　西都市役所の閉庁時間の変更について
　平成２１年４月１日から、市職員の勤務時間の変更に伴い、下記のと
おり、市役所の閉庁時間が変更になりますので、お知らせいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
■変更前　　　(開庁時間)午前8時30分　～　(閉庁時間)午後5時00分
■変更後　　　(開庁時間)午前8時30分　～　(閉庁時間)午後5時15分
※12時～13時までは休憩時間となります。（市民課は除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文書取扱：総務課職員係）



 

緊急雇用創出事業に基づく嘱託員等の募集について 
 

西都市では、緊急雇用創出事業に基づき下記の職種について、募集致します。 

職種 勤務課先 勤務時間 賃金 募集人員 勤務内容 

福祉事務所 １名 滞納保育料の徴収 

税務課 １名 国民健康保険税の口座振替の推進及び徴収催告 

上下水道課 １名 
下水道事業の負担金及び使用料の滞納整理並び

に水洗化の推進 

嘱託員 

建築住宅課 

午前９時から午後８時までの間で

１日６時間以内、週２９時間勤務 

月額        

１５０，０００円 

１名 市営住宅使用料の口座振替の推進及び徴収催告 

商工観光課 ２名 
商店街駐車場の利用状況調査、美化管理 

草刈等 

２名 学習等供用施設等の現況調査及び簡易修繕等 

社会教育課 
１名 

市歴史民俗資料館収蔵遺物、書籍の整理及び管

理補助業務等 

臨時職員 

学校教育課 

午前８時３０分～午後５時１５分 日額 ５，７００円 

３名 市内小中学校図書室の図書データ整理等 

建設課 ２名 市道・林道の除草及び側溝浚渫等 

１名 市民会館書類整理並びに管理補助業務等 
非常勤職

員 社会教育課 
週２９時間以内 時給 ７３０円   

１名 文化財の環境整備等 

 募集期間 平成２１年４月１日（水曜）～平成２１年４月２２日（水曜） 

 受付時間 午前９時から午後５時まで 

 受付場所 西都市役所 商工観光課 商工振興係 （本庁舎３階西側） 

 応募資格 西都市在住で１８歳以上の健康な男女で求職中（失業中）の方 ※一時休業中の方を除く 

      嘱託員については、西都市在住の市税等の滞納が無い方。 

 応募方法 履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真貼付の上、提出して下さい。希望職種をご記入ください。（郵送不可、直接持参して下さい。） 

  ※採用にならなかった場合は、提出された履歴書は返却します。 

 雇用期間 平成２１年５月から平成２１年１０月までの６ヶ月未満の採用、更新無し。（勤務課先によって一部期間が異なります。） 

 採用方法 面接により選考します。 

 問合せ先 西都市 商工観光課 商工振興係 電話４３－３２２２（直通） 
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定額給付金の申請受付が始まります。 
 

４月 10日から定額給付金の申請受付が始まります。 

４月上旬に申請書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項

を記入のうえ、添付書類（振込口座の写し、申請される方の身分を証明

するものの写し）を添えて返信用封筒で西都市定額給付金推進室宛に返

送してください。 

  

申請受付期間は、 

平成 21年４月 10日（金曜）～10月 13 日（火曜）までです。 

 

なお、郵送による申請が難しい場合には、下記の日程で各地区での申

請の受付を行います。 

月日 受付時間 受付会場 

4/10(金曜) 

4/11(土曜) 

4/12(日曜) 

9時～17時 西都市コミュニティセンター 

4/13(月曜) 10時～16時 東米良地区館・銀鏡集会所 

4/15(水曜) 

4/16(木曜) 
9時30分～16時 都於郡地区館 

4/17(金曜) 9時30分～16時 三財地区館 

4/18(土曜) 

4/19(日曜) 
9時～17時 西都市コミュニティセンター 

4/20(月曜) 9時30分～16時 三財地区館 

4/21(火曜) 9時30分～16時 
4/22(水曜) 9時30分～16時 三納地区館 

4/23(木曜) 9時30分～16時 
4/24(金曜) 9時30分～16時 穂北地区館 

4/25(土曜) 

4/26(日曜) 
9時～17時 西都市コミュニティセンター 

◎ 12 時～13 時は、昼休みです。 

◎ 4 月 27 日以降の窓口受付は、西都市コミュニティセンターで平日のみ 

 行います。 

 

 
 

西都市立図書館司書嘱託員を募集します！！ 
 
１．目  的  蔵書内容の充実、本の情報提供業務の充実、図書館事業の

充実を目的に図書館の専門職として司書嘱託員を募集しま

す 

２．業務内容  図書の選定・収集、カウンター業務、本の情報提供業務、 

図書館事業の企画、実施等 

３．勤務時間  ８時３０分～１７時（早番）９時３０分～１８時（遅番） 

９時～１６時３０分（土曜日・日曜日） 

４．休  日  週休３日（毎週月曜日・火曜日および土曜・日曜のいずれ

か）祝祭日、年末年始休（１２月２９日～１月３日） 

５．報  酬  月額 136,000 円 

６．資  格  ・司書資格証明書をお持ちの方 

・ワード、エクセルのできる方 

７．募集人員  １名 

８．任用期間  平成２１年５月１日から平成２２年３月３１日まで（更新

することもあります） 

９．福利厚生  社会保険（健康保険、厚生年金保険）、労災・雇用保険、 

有給休暇制度あり 

10．申込期限  平成２１年４月１４日（火曜）１６時必着 

11．申込方法  写真添付の上「履歴書１通」（志望の動機を必ず記入して

ください。）、「司書資格証明書の写し１通」を添えて下

記までお申し込みください。後日、パソコン技能試験、面

接試験を行います。以下ご不明な点は下記申込先までお電

話ください 

12．申 込 先  西都市立図書館 

        ８８１－０００３ 

        西都市大字右松２６０６－１ 

        TEL４３－０５８４ FAX４１－１１１３ 
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～  学 ぶ 喜 び  集 う 楽 し さ  ～ 

生 き 生 き 生 涯 学 習 
 
 
 

～ 学ぶ喜び 集う楽しさ 生き生き生涯学習 友だちづくりの場として「このはな」学園を開設します。 

月一回、心身のリフレッシュをしませんか。 ～ 
１ 入園対象者    西都市在住の６９歳以下の方   募集人員 ３０名程度 

２ 学 習 会 場    西都市公民館および各施設（見学等） 

３ 期間・時間    平成２１年５月から平成２２年２月まで（１年間）・原則として毎月１回、午前９時３０分から１２時 

４ 主な学習内容    次のようなことを学習していきます 

（１） 健康と食生活    （２） レクリエ－ション・健康体操  （３） 環境問題・生活と福祉 

               （４） 市内外の視察研修  （５） 暮らしに役立つ身近な法律   （６） パソコンを使っての学習 

               （７） 市議会傍聴     （８） 人権学習・国際理解      （９） その他 

５ 申 込 方 法    電話で、住所、氏名、生年月日(年齢)、電話番号をお知らせください。受付の締め切りは４月２１日（火曜）です。 

６ 申  込  先    西都市公民館 電話 ４３－３４７９ (社会教育課成人教育係) 

７ 開  級  式    ５月第３週頃の予定です。申込者には「ハガキでご案内」します。 
 

 
 

 
 

★楽しくふれあい 学びあい 生きがいのある生活を★ 
 
 
１ 場    所  妻地区は西都市公民館で、他の地区は最寄りの地区館で行います 

２ 募 集 定 員  各地区２７名程度 

３ 時    間  原則として毎月１回、午前９時３０分から１２時までです 

４ 主な学習内容  次のようなことを学習します。（１）健康増進と食生活（調理実習）（２）パーク・ゴルフ    （３）社会見学(市内・市外)  

                        （４）福祉関係          （５）子供とのふれあい活動 （６）暮らしに役立つ法律 

                        （７）人権学習          （８）市政について     （９） 歴史学習・・・・等 

５ 申 込 方 法  電話で、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。受付の締め切りは４月２１日（火曜）です 

６ 申 込 先  ＊ 高齢者クラブの方は、クラブ会長さんを通して申し込んでください 

＊ 各地区の方は、各地区館（各支所）に申し込んでください 

＊ 電話：市公民館 ４３－３４７９ 穂北地区館４３－１１１３ 都於郡地区館４４－６３７２ 

      三納地区館４５－１１３４ 三財地区館４４－５８３１ 東米良地区館４９－３０３１ 

＊ 開級式は、５月中～下旬に行います。日時はハガキでご案内いたします。 
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平成２１年度 

このはな学園 学園生募集 

あなたのお近くの市公民館・地区館で ６５歳以上の方が参加できます 
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西都市働く婦人の家で5月～6月に始まる講座の受講生を募集いたします。市内にお住まいか、勤務先のある方ならどなたでも受講できます。
知識と技術を身につけながら、友達づくり、健康づくりに挑戦してみませんか？

講座名 初回日 回数 定員 内容

チャレンジ！男性料理
6/13(土
曜)

第2(土曜) 10時～12時30分 10 15
初心者向けの男性料理講座です。レパートリーを増やし
て、家族に愛のこもった手料理をふるまってみませんか？

手づくりスイーツ 6/4(木曜) 第1(木曜) 10時～12時30分 10 18
ケーキから和菓子まで学べる、大人気のスイーツ講座で
す。楽しくておいしいひとときを過ごしましょう。

基礎から学ぶ和食
5/26(火
曜) 第３(火曜) 10時～12時30分 10 15

本格的な和食を基本から学びます。魚のさばき方やだしの
取り方などのコツを学んで、一味違う料理上手に！

煎茶でおもてなし 6/5(金曜) 第1・3(金曜) 13時30分～15時30分 10 10 いつも飲むお茶をもっとおいしく！入れ方一つで全然違
う、煎茶道の奥深さを味わってみましょう。

初めてのピラティス 6/6(土曜) 第1・3(土曜) 14時～15時30分 10 15
年齢を問わず誰にでも出来る、世界中で人気の「西洋のヨ
ガ」、ピラティス。自分のペースで健康的な体を目指しま
しょう！

パソコンエクセル
初級～資格取得

5/26(火
曜)

毎週(火曜) 19時～21時 20 20
初心者大歓迎！表計算(Excel）の基本操作から、初級資格取
得を目指して学びます。スキルアップのチャンスです！

ダイエットバレエ
6/10(水
曜) 第2・４(水曜) 19時～21時 10 25

バレエの基礎の動きを学んで、楽しくダイエット。初心者
の方でも気軽にチャレンジしてみて下さい。

申込者が定員に達しない時は開講できない場合もあります。また、定員を超えた場合、抽選とさせていただきます。
５月２０日（水曜）に合同開講式を予定しています。ご案内は、個人宛にハガキ・またはお電話でさせていただきます。
託児を希望される方は、保育サポーターが保育するシステムがあります。（有料）

（文書取扱：商工観光課）

平成２１年度　西都市働く婦人の家前期講座　受講生募集のお知らせ

◎　受付時間　　月～金：午前９時３０分～午後８時まで・土曜日：午前９時３０分～午後４時まで。（日曜・祝日は休館日）
◎　受 講 料　　無料。ただし1講座につき友の会費２００円を頂いております。またテキスト代・材料費は自己負担となります。

◎　申 込 先　　西都市働く婦人の家（パオ2階）℡４３-３１４２　（講座希望、住所、氏名、年齢、電話番号を直接窓口か電話でお申込下さい。）

◎　受付期間　　４月１日（水曜）～４月２５日（土曜）※募集人員に達していない場合は期間後も受付いたしますのでお気軽にご連絡ください。

学習曜日と時間帯

昼
の
部

夜
の
部



 
 
 
 
 
 
 
西都市では、西都市から近く、これからの発展も見込まれる福岡を観光交

流、定住促進のターゲットと捉え、情報発信の拠点としていくため、福岡で

活躍されている本市出身者等から、市政への提言、情報提供をいただくた

め、福岡市で「明日の西都を語る福岡会議」を毎年開催しています。この会

議は、平成１９年に発足した、福岡及びその近隣在住の本市出身者で組織す

る「福岡西都会」の総会・懇親会とあわせて開催されるものです。 
 今年は、５月２９日（金曜）に開催する予定となっていますが、より多く

の方の参加をいただくため、本市出身の福岡在住者の情報を募集していま

す。市民の皆さまのご家族、ご親戚、お知り合い等で福岡在住の方がいらっ

しゃいましたら、下記まで情報をお寄せいただきますようお願いします。 

 なお、お寄せいただいた情報は、福岡西都会総会及び明日の西都を語る福

岡会議のご案内にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。 

 
【情報提供先、お問い合わせ】 

  福岡在住者の住所、氏名を郵便、電話、ＦＡＸ、電子メールにてお

寄せください。 

 〒881-8501 西都市役所 総合政策課 企画政策係 

       TEL４３－０３８０ FAX４３－２０６７ 

       E-mail  sogo@saito-city.jp まで 
 

※福岡県内に限らず近辺（佐賀県、山口県）の方や、西都出身ではないが、

縁のある方の情報でも結構です。 
※福岡西都会総会等についてご連絡を差し上げることとなりますので、でき

る限り福岡在住者ご本人のご了解を得ていただきますようお願いします。 

 

（文書取扱：総合政策課） 
 
 
 
 
 

 

独身でやる気のある農業青年を募集しています 
 
西都市農業後継者育成対策協議会では今年も「さいと農業体験ふれあいツ

アー」を実施します。これは県外から農業に興味のある独身女性に来てもら

い、農業の体験をしながら、農業の後継者とお知り合いになってもらうこと

を目的とした企画です。昨年は初めてということもあり４名の参加でした

が、みなさんとても喜んでもらえたようです。 

 そこで平成２１年度に実施予定してます農業体験ふれあいツアーで農業体

験の講師（受入）をしたり、ツアー中のエスコートをしてくださる農業青年

を募集します。 

 

 ◇目 的  ①農業に興味のある独身女性との出会いの場を提供 

②宮崎ブランドのＰＲ 

 ◆期 日  平成２１年５月 
        日程はツアー参加者の要望により前後しますので今後の打 

        合せ等で調整していきます。 

 ◇内 容  ○実際している農作業を教え体験をさせる 

       ○西都市のＰＲ 

            ○参加者との交流会など 

  ◆対象者  農業を営む、もしくは農家の後継者であること 

       おおむね２０歳～４５歳までの健康な独身男性 

       ３０名程度募集したいと思います 

       申込された方は後日説明会を開きます。個別相談も可です 

 ◇募集締切 平成２１年４月１７日（金曜） 
       （※応募いただいた方には、後日詳細について通知します） 

 

  ◎申し込み・お問い合わせ 

       西都市役所 農林振興課（担当：杉田） TEL43-0382 

        お問い合わせの電話、どんどんお待ちしております。 

        農業体験の受入は困難でもお手伝いしていただける方はぜ 

        ひ参加してください。 

        ちょっとでも興味のある方はお電話ください！！ 

        詳しくお話いたします。 
 
 
 

西都市出身の福岡在住者の情報を 

募集しています。 
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平成２１年度新みやざき農業実践塾（実践コース）塾生募集 
 

新たに農業を始める方で、研修終了後宮崎県内に就農する概ね５０歳未満の方（大学生・高校生も含む）を対象に、１年間または半年間、農業大学校の

ほ場等を活用して、就農に必要な野菜・花きを栽培についての実践的な知識、技術を習得する研修があります。 
 

＜経営実践コース＞ 

 ○募集受付期間  平成２１年４月３０日（木曜）まで 

 ○募集人員    県内でおよそ１０名程度 

 ○研修費用    （長期）２４，０００円（２，０００円／月）    （中期）１２，０００円（２，０００円／月） 

 ○日  程    （長期）平成２１年７月６日～平成２２年６月１８日 （中期）平成２１年７月６日～平成２２年１月２２日 

◆お問い合わせ  県立農業大学校農業総合研修センター 〒884-0005 高鍋町大字持田５７３３ TEL ０９８３（２３）７４４７ 

  ※申込書は市役所農林振興課にありますので、必要な場合はお申し出ください。 

（文書取扱：農林振興課農畜産係） 
 

西都市勤労青少年ホーム 

ゆかたの着付け教室を開催します 
 
勤労青少年ホームでは、５月から浴衣の着付け教室を開催します。今年こ

そ夏まつりに自分で浴衣を着たい方や、お子様に浴衣を着せてあげたい方、

この機会にぜひ学んでみてください。 
 

日 程：５月２６日／６月２・９・１６・２３・３０日 

毎週火曜日の全６回 

時 間：午後７時３０分～９時３０分 

対象者：西都市にお住まいか、勤務先のある３０歳代までの方。 

準備するもの：ゆかた・おび・肌襦袢・タオル・ひも など  

※徐々にそろえても構いません。 

費 用：友の会費（未加入の方）１，０００円 

申 込：電話か、窓口で直接お申し込みください。 

TEL：４３－３１４１ （勤労青少年ホーム） 

受付は、月曜～土曜の午後１時～１０時 

場 所：市立図書館と市公民館の間にある体育館です。 

定 員：１５名（応募多数の場合は抽選になります） 

締 切：４月２５日（土曜日）午後８時まで 
 

              （文書取扱: 商工観光課商工振興係） 
 

 

西都市勤労青少年ホーム 

「初めてのパソコン」講座を開催します 
 
勤労青少年ホームでは５月から、初心者のためのパソコン講座を開催

します。パソコンにさわったことがない方も、今さら聞けない疑問でお

悩みの方も、基礎から学ぶチャンスです。パソコンの貸し出しもいたし

ますので、気軽にご参加下さい！ 
 
日 程：５月１４、２１日、２８日・６月４、１１日 

（毎週木曜日 全５回） 

時 間：午後７時３０分～９時３０分 

対象者：西都市にお住まいか、勤務先のある３０歳代までの方 

持ってくるもの：筆記用具・パソコン（持参できる方） 

費 用：テキスト代 2,000 円、友の会費 1,000 円（未加入の方） 

申 込：電話か、窓口で直接お申し込みください。 

    TEL：４３－３１４１（勤労青少年ホーム） 

    受付は、月曜～土曜の午後 1時～１０時 

場 所：市立図書館と市公民館の間にある体育館です。 

定 員：２０名（応募多数の場合は抽選になります。） 

締 切：４月２５日（土曜日）午後８時まで 
 

（文書取扱：商工観光課商工振興係） 
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・介護の方法がわからない 

・介護について勉強したい 

・介護をしている人たちと話がしたい 

 

などなど、家族の介護をしている方が介護の悩みを抱えこまずに、話をす

ることで、気持ちが軽くなり、『ほっ』とするひとときを作れるよう交流会

を開催します。 

 一緒にお茶をしながら、語りませんか？ 

記 

【日時】４月２４日（金曜）１３時３０分～（約２時間を予定しています） 
 

【場所】西都市総合福祉センター（西都市大字清水 1048 番地） 
 

【内容】夢蔵さんによるライブ、情報交換、健康体操 
 

【参加対象者】西都市内在住の要支援・要介護認定者を在宅で介護している

家族（近隣・遠方に住んで介護している家族を含む）や介護

に関心のある方 

 
 

 

「西都のつどい」開催のお知らせ 
 
精神障がい者やそのご家族を対象に、テーマに沿った意見交流、生活に関

する相談支援などを行っています。ぜひご参加ください。 
 
①開催日時  毎月第１・３水曜日 午後３時３０分から５時まで 
       ※平成２１年５月は、第２・４水曜日に開催します。 
②開催場所  西都市コミュニティセンター３階 学習室  
③参加料   無料 

 
事前の参加申込は必要ありません。当日会場にお越しください。 

 
             問合せ先 福祉事務所障害福祉係 
                   ℡ ４３－０３７６ 

 
 

 

あなたも点訳にチャレンジしてみませんか 
 

高鍋町視覚障害者福祉会では、宮崎県から委託を受けた点訳講習会の平成

２１年度受講者を募集しています。 
視覚障害者が、文字、点字の情報を待っています。点字を覚えパソコン点

訳に挑戦してみませんか。 
記 

【開 講 日】 ４月２３日（木） 午後７時から 
 【日  程】 毎月第２・第４木曜日 午後７時～９時 
【場  所】 高鍋町老人福祉館 
【経  費】 年間３，０００円 （教本、教材、保険料を含む） 
【申し込み】 戸田 電話 ２３－２４８５ 

        本田 電話 ２３－２１３４へ 
※ 随時申し込みを受け付けています。 

 

文書取扱：福祉事務所障害福祉係 
                 電話４３－０３７６ 

 

 

あなたも一緒に手話をしてみませんか？ 
 

西都手話サークルでは、手話を通じて聴覚障害者との交流をはかり、お互

いに理解し合うことを目的とした手話奉仕員養成講座を下記のとおり開催し

ます。 

記 

【日   程】  毎週火曜日 午後７時３０分～９時３０分 

    入門コース５ヶ月・基礎コース７ヶ月 

【場   所】  西都市公民館 ２階 

【開  講  日】  平成２１年４月７日（火） 

【必要なもの】  印鑑・筆記用具・テキスト資料代（３,９００円） 

【 申し込み 】  開講日当日に申込受付をおこないます。 

【 受付時間 】  午後７時３０分～７時４５分 

※なお、開講日に出席できない方は、次の火曜日でもかまいません。 

※詳しいことは、障害福祉係までお問い合わせください。 
 

問い合わせ：福祉事務所 障害福祉係  

電話４３－０３７６ 
 
 

【申込・問い合わせ】西都市地域包括支援センター（℡４１－０５１１） 

家族介護者のつどい参加者募集 
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「市民提案型まちづくり事業補助金」について 
市民によるまちづくりをサポートします。 

 

市では、「市民協働」のもと市民の自主的な活動を支援するため、市民に

よる団体が市や地域の活性化やまちづくりのために行う事業に対し、「市民

提案型まちづくり事業補助金」としてその経費の一部を補助しています。 

その様な事業の実施を考えておられる団体、興味をお持ちになった方は、

是非、市民協働推進課 市民協働推進係にお問い合わせください。 

また、市のホームページにも情報を掲載しますのでご確認ください。 

 
 
補助の区分と内容 

(１) 初期活動サポートコース 

設立３年以内の市民団体等が行う事業に対し補助金を交付します。 

補助金の額：補助対象額の９０％以内で１万円以上２０万円以下 

(２) 地域コミュニティサポートコース 

地域のまちづくりやコミュニティづくりのために行う事業に対し補

助金を交付します。 

補助金の額：補助対象額の８０％以内で４万円以上３０万円以下 

(３) 西都づくりサポートコース 

西都市のまちづくりのために行う事業に対し補助金を交付します。 

補助金の額：補助対象額の８０％以内で４万円以上５０万円以下 
 
申請期間 

平成２１年４月１日（水曜） ～  １１月３０日（月曜） 

※補助金の交付状況により変更する場合があります。 
 
 ※ この補助金は、申請内容の審査を行い、交付の可否が決定されます。 
 

＜問い合わせ先＞ 市民協働推進課市民協働推進係 

                           電話 (直通) ４３－１２０４ 
 
 
 

 
 
 

西都市市民活動支援センターについて 
 

市では 、「西都市市民活動推進条例」に基づき、市民協働推進課 

（市役所南庁舎：保健所跡）に、「西都市市民活動支援センター」を

設置しています。 

 

支援センターでは、市内の市民活動団体把握のため、「市民活動団

体名簿」への登録を呼びかけるとともに、さまざまな分野で公益的な取

り組みを行っている、また、これから取り組みを始めたいと考えている

市民の皆さんに対し、次のような支援を行っています。 

 

・会議室等の提供 

・西都市市民活動団体ネットワーク協議会の設立 

・市民活動団体の活動紹介（広報紙掲載、イベント開催） 

・市民活動支援セミナーの開催             など 

 

今後も、多くの市民活動団体に「市民活動団体名簿」に登録してい

ただき、多くの市民の皆さんに利用していただくことで、ご意見を伺い

ながら、市民活動の拠点としての機能充実を図っていきたいと考えてい

ます。 

 

「支援センター」および「市民活動団体名簿」に対し、ご質問等が

ありましたら、市民協働推進課市民協働推進係にお問い合わせくださ

い。 

また、市のホームページにも支援センターに関する情報を掲載して

いますのでご確認ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 市民協働推進課市民協働推進係 

                      電話（直通） ４３－１２０４ 
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無料人権相談所が開かれます！ 
 

 家庭内の問題（夫婦、親子、結婚、離婚、相続など）や、隣近所とのもめ

ごと、いじめ、体罰などの問題に関するご相談をお受けします。 
 相談は無料で秘密厳守になっておりますので、お気軽においでください。 

☆日 時  平成２１年４月２１日（火） 

      午前１０時から午後３時まで 

☆場 所  市役所南庁舎１階（西都保健所跡） 

☆相談員  人権擁護委員 中武 寛 委員 

人権擁護委員 原 勝行 委員 
 

なお、都合のつかない方は、下記の隣接自治体でもご相談をお受けしてお

ります。相談時間はいずれも午前１０時から午後３時までとなっておりま

す。 

 ４月 ９日（木曜） 佐土原総合文化センター、新富町老人福祉センター 

           木城町福祉保健センター、川南町公民館 

 ４月１４日（火曜） 高鍋町福祉センター 

 ４月１７日（金曜） 国富町総合福祉センター 
 

※この他、宮崎地方法務局人権擁護課（電話０９８５－２２－５１２４） 
でも、平日午前８時３０分から午後５時１５分まで随時相談をお受け 
しております。 

                    （文書取扱：市民協働推進課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市内中学・高校生のみなさん 

ジュニア・リーダークラブに入ってみませんか 
 

西都市ジュニア・リーダークラブは、子ども会のお手伝いやボランティア

活動などを行うクラブです。 

活動プログラムを作成したり、レクリエーションやゲーム、バルーンアー

トや各子ども会に行ってそのお手伝いなどを行います。 

新中学１年生～高校３年までで興味のある方は、参加してどんどん活躍し

てみませんか？ 

 

◆ 活動内容  夏休みに２泊３日のリーダー研修（鹿児島）、クリスマ 

ス会の開催、祭りなどでのボランティア活動、宮崎県内 

のジュニア・リーダーとのキャンプや交流会、出張子ど 

も会など 

◆ 活 動 日  毎月第３日曜（家庭の日）午前 ＋ イベント実施の日 

 ◆ 入会条件  西都市内に在住の中・高校生 

◆ 年 会 費  2,000 円  

 ◆ 締  切  ４月２４日（金曜） 

 ◆ 申し込み・問い合わせ  西都市教育委員会 社会教育課 

ＴＥＬ：０９８３－４３－３４７９ 

ＦＡＸ：０９８３－４３－０３９９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜おもちゃライブラリーよりお知らせ＞ 
４月４日(土曜) 10 時～15 時 ★プラレールで遊ぼう！ 
親子で楽しめる人気の定番おもちゃ「プラレール」。オリジナルな線路に、いろんな電車を走らせてみよう♪ 
 

４月１８日(土曜) 11 時～15 時 ★おもちゃの修理！ 
家の中で眠っている壊れたおもちゃを「おもちゃドクター」が修理します。修理代は無料、ただし、部品交換が必要な時は実費をいただくことがあります。 
 

★場 所 生きがい交流広場（平助地区商店街内）★ 
 

※ おもちゃライブラリーの利用・おもちゃの貸出は、通常通り毎週火・木・土曜の１０時～１２時まで（土曜日は１３時～１５時も利用可能）開館しています。 
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（問合せ先）生きがい交流広場：TEL４３－５７６６  西都市社会福祉協議会(地域福祉係)：TEL４３－３１６０ 



 
 

 
 

 

 

２００９年４月号 
子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしているお母様方とお子さんが集まり、情

報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の場です。（利用料は無料） 

新年度が始まりました。春になりお外に出る機会も増えたのではないでしょうか。支援セ

ンターでも、市健康管理課と共同で行なう新しい行事や、講師を招いての様々な行事を用

意していますので、お気軽にお越し下さいね！ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●手遊び・絵本の読み聞かせ・リズム遊びは毎日行っています！ 
◆つばさ館支援センター概要(駐車場はセンター横にあります) 

☆住 所 西都市白馬町３番地(こどもの家保育園内) 

☆連 絡 先 ＴＥＬ:４３－１０４９、ＦＡＸ:４３－１０７９ 

☆利 用 時 間 月～金曜 ９時～１５時 

☆子 育 て 相 談 
電話・来園・訪問でのご相談をお受けします 

※緊急の場合は、いつでもお越しください 

☆育児情報誌の発行 活動内容の情報発信(毎月１回発行) 

☆図 書 貸 し 出 し 乳幼児向け絵本・母親向け書籍 など・・ 

☆育 児 講 座 年数回実施 

 

 
 

西都市児童館  Ｔｅｌ／ｆａｘ４３－６１１７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

４月から、市健康管理課と合同で行ないます!! 

【日時】毎月第４金曜日 10 時 30 分～ 

【詳細】完全予約制(毎回 10組以内) 

    親子触れ合い遊び・育児相談 等 

予約につきましては、健康管理課または子育て支援セン

ターにお問い合わせ下さい☆ 

４月より「おでかけ支援」も

再開します！！ 

是非、遊びに来てください

ね。 

詳しくは、「つばさ館だより」

をご覧下さい。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
誕生日会

紙芝居
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

紙芝居

休み

休み

休み

休み 休み

休み

休み

休み

休み「育児学級」

お外に出て春を見付けよう（ふれあい週間）

こどもの日の製作　「こいのぼり」

児童館利用申請書の更新をお願いします 
 

新年度になりました。児童館を利用するには利用申請書の提出が必要で

す。継続のご利用でも２１年度の申請書を提出して下さい。（無料） 

プラバン工作  土曜工作 （参加費：１００円） 
 

【日時】●１１日 １０時～１１時３０分  

●１８日 １３時３０分～１５時 

今月はプラバン工作です。お気に入りの絵をプラバンにかいてオリジ

ナルのキーホルダーやネームプレートを作りましょう！！ 

※お気に入りの絵がある人は持ってきてください。 

※申し込みはいりませんが多い場合は順番待ちでお願いします。 

児童館塾生の募集 （対象：小学生）  
 

体操教室 《練 習 日》 毎月第１・３土曜日 (５月～３月) 

《時  間》 ①１０時～１１時 ②１１時～１２時 

《募集定員》 各 1０名 

《参 加 費》 １，０００円/月 

《指 導 者》 宮崎ジムナスティックスクラブ 

和太鼓塾 《練 習 日》 毎月第２・４金曜日（５月～９月） 

     《時 間》 ①１７時～１８時 ②１８時～１９時 

     《募集定員》 各 ８人 

《参 加 費》 １，０００円 

     《指 導 者》 古墳太鼓 児玉 安浩 

※オカリナ太鼓コンサートで練習の成果を発表します。 

※申し込み ４月１５日（水曜）まで 
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平成２１年度前期技能検定試験が実施されます！ 
 
１． 受験申請受付 ４月２日(木曜)～４月１５日(水曜)（当日消印有効） 

２． 実施職種および等級                 

１級 

・２級 

園芸装飾、造園、機械加工、放電加工、鉄工、建築板金、

仕上げ、電子機器組立、電気機器組立、建設機械整備、婦

人子供服製造、家具製作、建具製作、プラスチック成形、

とび、左官、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ

施工、熱絶縁施工、サッシ施工、表装、塗装、ﾌﾗﾜｰ装飾 

３級 
園芸装飾、造園、機械加工、機械保全、電子機器組立、 

フラワー装飾 

単一等級 路面標示施工 

３． 受験資格 等級・職種により要件が異なるので、下記の宮崎県職業能

力開発協会へご確認ください。なお、４月より、西都市役所の情報コ

ーナー・商工観光課でも、受験案内および受験申請書を配布していま

す。 

４． 試験の実施等 技能試験および学科試験（実施日は、平成２１年６月

１日（月曜）から９月１３日（日曜）までの間で別途指定されま

す。） 

５． 受験手数料  

実技試験…１１,０００円～１６，５００円(職種等により異なります) 

学科試験…３，１００円 

６． 合格発表 １・２級、単一等級･･･平成２１年１０月２日（金曜） 

３級受験者･･･平成２１年８月２８日（金曜） 

７． 受験申込・問い合わせ先 宮崎県職業能力開発協会 

    住所…〒889-2155 宮崎市学園木花台西２丁目４－３ 

    電話…（０９８５）５８－１５７０    

（文書取扱：商工観光課商工振興係） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
平成２１年度（前期）の危険物取扱者試験が下記のとおり実施されます。 

消防法で規定された指定数量以上の危険物を貯蔵取扱う製造所、貯蔵所、

取扱所には危険物取扱者免状の交付を受けた者が必要です。 

記 

● 試 験 日 時  平成２１年６月２１日（日曜日） 

● 願書申請先  （財）消防試験研究センター 宮崎県支部 

● 願書申請期間  平成２１年４月１０日～４月２３日（午後５時必着） 

● 試験の種類  甲種・乙種（第１類～第６類）・丙種 

● 試 験 会 場  宮崎市・都城市・延岡市・日向市・日南市・小林市 

● そ の 他  受験案内、願書は消防本部にあります。 

詳しくは受験案内を御覧ください。 

 

なお、上記試験の準備講習会は５月に実施されます。 

【 近郊では、JAアズムホール（宮崎市）、東児湯消防組合（高鍋町） 】 

ご不明な点は、消防本部（下記電話番号）までお問い合わせください。 

 

【文書取扱：消防本部（予防課保安係） ４３－３００３】 

 

☆ ☆ ☆ 住宅用火災警報器の説明会受付中 ☆ ☆ ☆ 

― 悪質訪問販売にご注意を！ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危 険 物 取 扱 者 試 験 （ 前 期 ） の 案 内 
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平成 21 年度 重度障害者タクシー料金助成事業のお知らせ 
 

《タクシー利用券を４月１日から交付します》 
 

【対 象 者】市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方 
１．身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が１級また 

は２級に該当する方 
２．療育手帳の交付を受け、障がいの程度がＡに該当する方 
３．精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が 
１級に該当する方 

※ 障がいを理由に自動車税減免（軽自動車税の減免を除く）を受けて 
いる方、また施設に入所中の方は該当しません。 

 
【助 成 額 等】タクシー利用券２４枚（４月申請決定のとき） 
       ＊１枚につき小型タクシー基本料金の額。 

＊申請月により交付枚数が変わります。 
 

【申 込 先】手帳と印鑑をご持参のうえ西都市福祉事務所障害福祉係 
       にてお申し込みください。 
 
  ※ ご不明な点は、障害福祉係までお問い合わせください。 
 

西都市福祉事務所 障害福祉係  
電話４３‐１１１１（内線２７０２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
身体障害者手帳等をお持ちの方へ  

自動車税の減免のお知らせ 
 自動車税は、毎年、４月１日現在の登録名義人に課税され、平成２１年度の納

期限は、６月１日（月曜）となっています。 

障がい者の方のために使用する自動車については、一定の要件に該当する

場合、６月１日までに申請すれば、自動車税が減免されることがあります。 

下記において身体障がい者等減免申請受付を行っていますので、詳しくはお

問い合わせください。 

記 

  場 所 ： 宮崎県高鍋県税・総務事務所 

  期 日 ： ４月１日（水曜）～６月１日（月曜）の平日 

  時 間 ： ８時３０分～１７時１５分 

 

  場 所 ： 宮崎県西都総合庁舎県税窓口 

  期 日 ： ５月１３日（水曜）・２０日（水曜）・２７日（水曜） 

  時 間 ：  ９時１５分～１２時１５分 

１３時００分～１６時００分 

※ 身体障がい者等減免申請は、６月１日（月曜）までに申請され 

ないと減免は受けられませんのでご注意ください。 

 

【お問い合せ先】 

宮崎県高鍋県税・総務事務所  （０９８３）２３－０２１３ 

宮崎県西都総合庁舎県税窓口  （０９８３）４３－２１２１ 
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刑事手続における被害者のための新たな制度 
 
 裁判所における刑事手続では、犯罪によって被害を受けた方などに配慮するための様々な制度が設けられていますが、それらに加えて、平成 20年 12月
１日から被害者参加制度、被害者参加人のための国選弁護制度および損害賠償命令制度という新しい制度が始まりました。 
 これらの新たな制度を含む被害者のための諸制度については、裁判所ホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。 
 ○裁判所における犯罪被害者保護施策 
 ○リーフレット「犯罪によって被害を受けた方へ」 
※上記リーフレットは、各裁判所に備え付けてあります。 
■問い合わせ：宮崎地方裁判所（電話：０９８５－２３－２２６１） 

 裁判所ホームページ：http://www.courts.go.jp/  



 

学生納付特例制度をご存知ですか？ 
 

大学・大学院・短大・専門学校・各種学校（一年以上の就学課程に限る）

等に在籍する学生で、本人の所得が一定以下の場合、申請して承認されれ

ば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。（該当にならない学校が

ありますので詳しくはおたずね下さい） 

 ２０歳になると、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。

しかし、納付することが困難な場合に「学生納付特例」の申請をしておけ

ば、万が一事故にあったり、病気をして障害が残っても障害基礎年金を申請

することができます。また、学生納付特例を受けていた期間の国民年金保険

料は、将来１０年以内に納めることもできます。（３年度目以降に納める場

合は追納金が加算されます 

 希望される方は、在学証明書か学生証（どちらもコピーで可）と印鑑を市

民課年金係にご持参ください。保護者が申請手続きをされる場合は、保護者

の方の身分証明書（運転免許証等）が必要です。 

 ※学生納付特例の申請は、「毎年」申請手続きが必要です。 

 継続申請のハガキが届いた方は、そのハガキを出せば申請が済みますの 

で、市役所で申請する必要はありません。 

  平成２１年度分は４月から受け付けています。 

 ※平成２０年度分の学生納付特例は４月まで受付できますが、 

  それ以降になりますと取扱いできなくなります。 

 

    お問い合わせは、西都市役所市民課年金係へ 

      ＴＥＬ.４３－１１１１（内線２１０６・２１０７） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

≪地域安全協会だより№10≫ 

≪事例１≫ 
３月１１日（水曜）以降、熊本県、佐賀県内で、警察官を名乗る者から、

一般家庭に次の内容の電話が多数かかっています。 

「警察の者だが、窃盗（詐欺）集団をつかまえたところ、あなた名義の通

帳等を持っている。口座を凍結する必要があるので、金融機関の職員から電

話をさせる。」と言って電話を切り、次に金融機関の職員から「あなたの家

に行き、詳しく調べたい。口座番号や、暗証番号を教えてもらいたい。今か

ら通帳とカードを受け取りに行く。」という電話がかかっています。 

 

≪事例２≫ 
３月１３日（金曜）、延岡市内において、警察を名乗る２名の男が、「お

宅の通帳からお金をおろされていませんか？」等と言って、一般家庭を訪問

する事案がありました。その家の方が、相手にしなかったところ、男２名

は、その場を立ち去りました。 

別の延岡市内の家には、熊本県警を名乗る男から「事件の関係で、通帳を

保管しているが、その中にあなた名義の通帳がある。西日本銀行と、みずほ

銀行の通帳を持っていませんか？」等という電話があり、家の方が「心当た

りがない。」と答えると、相手は一方的に電話を切ったということです。 

 

実際に、警察官や金融機関などの職員を名乗る男にキャッシュカードを預

けた延岡市内の７０代の女性が、現金約５５０万円をだまし取られる詐欺被

害に遭っています。 

また、熊本県でも、同様の詐欺被害が確認されています。 

 

≪対応として≫ 
警察官や金融機関職員が電話で口座の暗証番号等を聞くことは絶対にあり

ません。このような電話や、家を訪問してくるようなことがあった場合は、

相手の身分を確認するとともに、直ちに最寄りの警察署へ通報してくださ

い。 

（文書取扱：生活環境課市民生活係 ℡４３－３４８５） 
 
 
 

警察官を名乗る者による詐欺未遂事案発生！ 
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平成 21年４月から新システム導入のため、現在使われているデポジット

金額券は発券が中止となります。 

 今後の廃プラデポジット制度は、各生産者毎のＩＤ番号にデポジット残高

を集約した、ＩＤカードを利用することになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後は、童子丸・三財の各集積所、宮崎市の島之内にある処理センターに

廃ビニール等を搬入する際にＩＤカードが必要となります。 
 ＩＤカードが無い場合は、排出の際に事務処理が遅れたり、デポジットを

使えない可能性がありますので、ご注意ください。 
 カードがお手元に無い場合は、再発行の手続き等を行ってください。 
 
◎ 補 足 ◎ 
 現在、残高があるデポジット権利が無くなるものではありませんので、ご

安心ください。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

平成２１年４月１日から 

家庭用液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が 

家電リサイクル法の対象品目に加わります!! 
 

 平成１３年に施行された家電リサイクル法の政令が改正され、新たに家電

リサイクル品の対象品目が追加されました。対象品目は液晶・プラズマテレ

ビと衣類乾燥機で、使用済みとなり廃棄する際には、これまでの家電４品目

（ブラウン管テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）と同様に、リサ

イクル料金を支払い、買換えや購入した小売店（どちらにも該当しない、購

入した小売店が不明・遠方で引渡し不能の場合は西都市粗大ごみ置場へ搬

入）に引き渡すことになります。 

リサイクル料金（税込み）については液晶・プラズマテレビの１５Ｖ型未

満が１，７８５円、１５Ｖ型以上が２，８３５円、衣類乾燥機（区分なし）

が２，５２０円です。 

また、西都市粗大ごみ置場へ搬入する際には郵便局にて上記金額をお支払

いの上、市の手数料条例で定める金額により、液晶・プラズマテレビの１０

Ｖ型未満が１，２３０円、１０Ｖ型以上２５Ｖ型未満が２，０５０円、２５

Ｖ型以上が２，５８０円別途必要になります。（衣類乾燥機については現在

のところ、手数料は頂いておりません。） 

 

※一部メーカーによっては上記リサイクル料金が異なる場合があります。 

※液晶画面の携帯テレビ、カーテレビおよび浴室テレビは対象外です。 

 

今後とも家電リサイクル品の適正処理にご協力いただきますようお願いし

ます。 

         （生活環境課 ℡４３－３４８５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 現在まで ● 

 ビニール・ポリ等を購入する毎にデポジット券が発行されるため、 

 管理をするのが大変です。 

○ 平成 21年４月から ○ 

 各生産者毎のＩＤ番号に、今までの残高が 

 集約されます。今後購入するビニール等の 

 デポジット額も、各生産者毎のＩＤ番号に 

 集約されますので、管理が簡単になります！ 

■連絡先・お問い合わせ先■ 
 西都市農林振興課 園芸特産係（電話番号：４３－０３８２） 
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平成 22 年歌会始のお題および詠進歌の詠進要領 
１ 平成 22年歌会始のお題                                           書式図（横長） 

  「光」と定められました。（注）お題は「光
ひかり

」ですが、「光」の字を使用していれば「月光
げっこう

」の 

ように熟語にしても、また、「光る」のように訓読しても差し支 

えありません。 

２ 詠進歌の詠進要領 

  （１）詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。 

  （２）書式は、半紙（習字用の半紙）を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、 

住所、電話番号、氏名（本名、ふりがなつき）生年月日および職業（なるべく具体的に）を 

縦書きで書いてください。（書式図参照） 

無職の場合は、「無職」と書いてください（以前に職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください。 

なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。 

  （３）用紙は半紙とし、記載事項はすべて毛筆で自書してください。ただし、海外から詠進する場合は、用紙は随意（ただし半紙サイズ 24cm×33cm の横長） 

とし、毛筆でなくても差し支えありません。 

  （４）病気または身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は下記によることができます。 

     ア 代筆（墨書）による。代筆の理由、代筆者の住所および氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。 

     イ 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。 

     ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 

３ 注意事項 

  次の場合には、詠進歌は失格となります。 

  （１）お題を詠み込んでいない場合・短歌の定型でないもの、また用紙が縦長の場合   

（２）一人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合 

（３）詠進歌が既に発表された短歌と同一または著しく類似した短歌である場合 

  （４）詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀状などにより発表した場合 

  （５）２の（４）に記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌  

  （６）住所、氏名、生年月日、職業を書いていないもの、その他この詠進要領によらない場合 

４ 詠進の期間 

  ９月 30日までとし、郵送の場合は、消印が９月 30 日までのものを有効とします。 

５ 郵便のあて先 

  「〒１００－８１１１ 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は、小さく折って封入して差し支えありません。 

６ 疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒を添えて、９月 20 日までに問い合わせてくださ

い。また、宮内庁ホームページ（http://www.kunaicho.go.jp/）を御参照ください。 
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ＪＩＣＡボランティア募集 
 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、平成 21 年度の春募集として、

「青年海外協力隊」・「シニア海外ボランティア」を募集します。 

 

■青年海外協力隊 

募集人数 約1,400名 

募集分野 
農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、ス

ポーツ、計画・行政の８部門、約120職種 

派遣国 アジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東、計約80カ国 

募集期間 ４月６日(月曜)～５月18日(月曜) 

応募資格 満20歳から満39歳までの日本国籍を持つ方 

説明会 
日時：４月５日(日曜)14時～、４月21日(火曜)18時30分～ 

場所：宮崎市民プラザ４階(宮崎市) 
 
■シニア海外ボランティア 

募集人数 約500名 

募集分野 

計画・行政、公共・公益事業、農林水産、鉱工業、エネルギー、

商業・観光、人的資源、保健・医療、社会福祉、 

その他(渉外促進、日本語教育、有資格登録) 

派遣国 アジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東、計約50カ国 

募集期間 ４月６日(月曜)～５月18日(月曜) 

応募資格 満40歳から満69歳までの日本国籍を持つ方 

説明会 
日時：４月21日(火曜)18時～ 

場所：宮崎市民プラザ４階(宮崎市) 

 
■問い合わせ 

ＪＩＣＡ九州＝電話：093－671－8349 

ＪＩＣＡデスク宮崎(財団法人宮崎県国際交流協会)＝電話：0985－32－8457 

 ＪＩＣＡホームページ：http://www.jica.go.jp  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
今年度も東米良地区にお伺いして結核検診を行ないます。対象者は今年度

６５歳以上になる方です。対象者にはハガキ通知をします。都合の良い所で

受診してください。 

＊医療機関で受診された方は必ずハガキに証明印をもらって、検診場所（検

診日時のみ）か市役所健康管理課に提出してください。 

検診日程 検診時間 検診場所 

９時３０分～９時５０分 岩井谷小跡 

１０時４５分～１１時 尾八重小中跡 
４月２２日 

（水曜） 
１３時１０分～１３時４０分 東米良支所 

９時３０分～９時５０分 守谷商店前 

１０時１５分～１０時３０分 八重公民館入り口 

１１時～１１時２０分 浜砂又男様方前（上揚） 

１１時３０分～１１時５０分 銀上小学校下 

４月２４日 

（金曜） 

１３時３０分～１４時 銀鏡診療所 

  ９時４０分～１０時 東米良支所 ５月２７日 

（水曜） １１時～１１時２０分 銀鏡診療所 

 

＊ 東米良地区以外の日程については、「健康ガイドブック」をご覧下さ

い。 

＊ 今まで職場等でレントゲン検診を受けられていた方で、退職されてレン

トゲン検診を受ける機会のない方などは、ハガキ（結核検診受診票）が

なくても受けることができますので、直接お越し下さい。 

結核は年々減少していますが、全くなくなったわけではありません。結核

予防のために、年に１回はレントゲン検診を受けましょう。 
 

（文書取扱：健康管理課 健康推進係  電話：４３―０３７８） 
 
 
 
 

東米良地区 結核検診（レントゲン撮影）のご案内 
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麻疹（はしか）は、感染力が強く麻疹ウイルスを吸い込むことによって感

染します。免疫を持っていない者は 90％以上の確立で発症すると考えられて

います。 

麻疹を確実に予防するために、平成 18年４月から予防接種法が改正さ

れ、麻疹・風疹混合ワクチン（MRワクチン）を、１期（１歳代）、２期（小

学校にあがる前の１年間、いわゆる年長児）の計２回、接種することになり

ました。 

 また、高校・大学等で麻疹の流行を繰り返さないため、平成 20年４月か

ら５年間で、３期(中学 1 年生)、４期（高校 3年生）が追加となりました。

対象となる方は平成 22年３月 31日までが無料で受けられる期間になります

が、お早めに接種してください。 

西都市内では、下記の医療機関で接種できます。市外にかかりつけ医があ

る場合は、市外でも受けることができます。ワクチンの関係上、必ず事前に

医療機関に連絡をして接種してください。 

 

  対象者 

 2期 年長児（小学校就

学前の1年間） 

 3期 中学1年生 

 4期 高校3年生 

★西都市内での実施医療機関★ 

とめもり小児科              ℡ 43－5884 

いわみ小児科                ℡ 42－1500 

上野医院                    ℡ 44－5100 

大塚病院（2～4期）          ℡ 43－0016 

三財病院（3・4期）          ℡ 44－5221 

黒木胃腸科医院（3・4期）    ℡ 43－1304 

児玉内科クリニック（3・4期）℡ 43－1777 

すぎお医院（3・4期）        ℡  41－1177 

富田医院（3・4期）          ℡  43－0178 

☆持っていくもの： 

母子手帳 

予診票（３・４期のみ） 

 

ご不明な点がありましたら、健康管理課（４３－０３７８）までご連絡くだ

さい。  
 
 
 
 
 

 
平成 21年４月１日から 

妊婦健康診査受診票の無料券と補助券の 

枚数が５枚から１４枚へ変わります 
 

平成 20年８月以降に交付しました妊婦健康診査受診票は制度改正に伴い

平成 21年４月１日以降使用できなくなります。 

そのため平成 21年４月１日以降の出産予定日の方を対象に受診票を再交

付します。妊娠週数に応じて再交付しますので、各自交付枚数が異なりま

す。 

 

●対象者には、３月中旬に案内文書を送付しています。まだ、再交付に来ら

れていない方は健康管理課にご連絡の上、お越し下さい。 

 

※本人が来ることのできない場合、代理の方でも交付します。ただし下記の

持ってくるもの全てを持ってきて頂いた場合のみ可能としますのでお忘れ物

のないようご注意下さい。 

 

☆ 持ってくるもの：母子手帳、交付している受診票 

申請書（対象者に個別送付しています） 

 

【問い合わせ先】：健康管理課・健康推進係（母子担当） 

℡：４３－０３７８ 
 
 

麻疹（はしか）・風疹混合ワクチン（２期～４期）の 

接種は４月～６月に受けましょう （１期は１歳代） 
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